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１．はじめに

２．流域治水の取組

３．りゅうちるネットワーク
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代 表 千 葉 榮

耕
心



品井沼は志田郡（現在の大崎市）・黒川郡・宮城

郡の３郡にまたがり、東西５.６ｋｍ、南北３ｋｍ、

周囲１６．５ｋｍ、面積１８ｋｍ２、平水位時の深

さが１.５ｍ～４ｍ程度、最も深いところで６ｍとい

うとても広く水深の浅い沼でした。

この品井沼には吉田川、鶴田川、大迫川等が流入

し、沼尻は小川で鳴瀬川に通じていました。周囲の

浅いところは半ば干潟になっており、ヤナギやカヤ

などが生い茂り、周囲は人々が小規模の開墾をして

いる程度で、カモやシギ、ガン、ハクチョウなどの

生息地・飛来地でした。また、鯉やナマズ、ウナギ

なども多く生息し、品井沼一面にはヒシが生え、魚

やヒシ取りで賑わっていたということです。

※ 品井沼 の「シナイ」とはアイヌ語で「大きな

沢 」を意味します。

１．はじめに － 品井沼干拓水田史概要 －

大松澤(1891年(明治24年)測量)

松 山(1891年(明治24年)測量)

南 郷(1892年(明治25年)測量)

鶉 崎(1889年(明治22年)測量)

松 嶋(1891年(明治24年)測量)

小 野(1892年(明治25年)測量)

の図郭を合成
測図縮尺：1/20000

測 図 者：第二師団参謀部 陸地測量部



①元禄 ６年 品井沼干拓（ 元禄潜穴開削 ）

～１１年 『 ２．６ｋｍ、２条 』

②明治３９年 新排水路（ 明治潜穴 ）

～４３年 『 １．３１ｋｍ、３条』

③大正 ５年 吉田川が品井沼から分離

～１５年 鶴田川は幡谷サイフォン（伏越）で

立体交差後、高城川となる

④昭和２５年 品井沼干拓全域完了（新たに３７０ｈａ）

３００年間で４６００ｈａ余開拓

⑤昭和３６年 鶴田川中小河川改修事業（ 品井沼遊水地 ）

～平成８年 越流堤完成（Ｌ＝８１０ｍ）

事業概成 『元禄から３０３年』

⑥昭和５３年 宮城県沖地震発生

⑦昭和５４年 「公共土木施設災害復旧国庫負担法」

～５６年 により復旧事業

『高城川トンネル』へと改称

（１）主な治水工事



明治２２年 品井沼沿村組合結成

明治３４年 品井沼水害予防組合設立

～昭和２７年 宮城県自治会館にて解散式

昭和２６年６月 志田外二郡品井沼土地改良区設立

認可番号：宮区第５号

昭和４４年８月 鶴田川沿岸土地改良区へ名称変更

昭和６１年８月５日 豪雨災害（ 吉田川４箇所決壊 ）

平成２９年９月 松島町手樽土地改良区と合併

（２）鶴田川沿岸土地改良区

【松島湾の海沿いが松島手樽地区】
鶴田川沿岸土改区（ピンク色）の一部

～ 主な管内の土地改良事業 ～

○鶴田川地区県営一般かんがい排水事業

○県営ほ場整備事業

前川・大郷西部・大郷東部・鶴田川地区

○県営湛水防除事業

大崎 志田谷地・大郷 前川・松島 幡谷地区

○農山漁村地域復興基盤総合整備事業:手樽地区

＊排水機場：１８ ＊用水機場：９０ ＊溜池：１８６

宝の都・大崎



（３）川の流れに感謝のつどい

鶴田川沿岸土地改良区は令和元年、水害常襲地帯のイメージから脱却し、巧みな水管理や農業・漁業・

福祉等一体となり、毎年１月１１日と１１月１日を『川の流れに感謝をする日』に制定した。感謝のつ

どいでは、河川管理者である国や県の方々との意見交換を行い、１月開催時には「かたらいの水辺公園」

にて安全祈願の神事を行い、河川で実施されている工事や地域住民の安全と豊穣・弥栄を念じる。

・国交省
・農水省
・宮城県
・市町

・土地改良区役員
・流域管理運営委員
・りゅうちるメンバー



（４）スマイルサポーター

宮城県が管理する道路・河川等を、ボランティアで清掃等の美化活動を行う個人・企業・団体等を

『スマイルサポーター』、鶴田川沿岸土地改良区も令和元年９月に認定を受け、高城川左岸の清掃・除

草活動を実施。昨年度は、りゅうちるネットワーク、企業等の皆さんのご賛同を頂き『みずからクリー

ンアップ活動』を合同で行った。

R5.3.18
高城川

刈払活動
状況

R6.3.16
高城川

刈払活動
状況



２．流域治水の取組

～ 流域治水を始めるきっかけ ～

令和元年台風１９号（東日本台風）

被災時に視察団が来県。伊藤大崎市長、

元総理大臣ほか多くの方々が現場視察。

また「小池俊雄 東京大学名誉教授」から

『これまでの経験は貴重な財産』と激励を

頂いた。



流域治水シンポジウムや流域治水プロジェクトチーム
の一員として、これまでの経緯・経験、先人の想いな
ど使命感を以て意見を述べ具現化。

（１）吉田川・新たな水害に強いまちづくりプロジェクト
～大規模氾濫被害の最小化に向けたより水害に強いまちづくりの実践～

R3.11.28
鎌田記念ホール



（２）プロジェクトメニュー



『 国土交通省東北地方整備局：農林水産省東北農政局 』 Ｗｉｎ－Ｗｉｎとなる全国事業モデル

（３）国営総合農地防災事業吉田川流域地区の推進



流域治水協議会での吉田川水系・高城川水系の特定都市河川の指定

（４）特定都市河川指定



吉田川・高城川流域水害対策協議会実務者会議にて農業の役割と営農支援を追加

（５）命と生業を守る流域治水推進計画



３．りゅうちるネットワーク
～ 設立目的 ～

“みず”から守る流域治水を実践しながら、安心安全の中で人々が交流し、生業を守り快適に暮らす

ことができる地域の形成を目指す。

（１）マスコットキャラクター

山の源流から流れ出る吉田川と鳴瀬川そして鶴田川
過去に何度も大雨で川が氾濫し、浸水などの災害がお
こりましたが、その都度 みんなで協力し立ち上がって
きました。
私たちは「吉田川・新たな水害に強いまつづくり」を
目指します。

水の恵みで、大地や海に命を与えます。
水を大切にすることが、自らの命を守ります。

この豊かな水を未来につなぐために みんなで安心安全
な まちづくりをすすめよう！



令和５年８月５日

吉田川高城川流域治水キックオフイベント

（２）これまでのイベント（１／２）

令和６年３月１６日

みずからクリーンアップ活動



令和６年１０月５日

吉田川高城川流域治水収穫祭

これまでのイベント（２／２）

令和７年２月１３日

大崎市鹿島台小学校 出前講座（実施予定）



りゅうちるネットワークのメンバーでもある大郷町の法人『天神ファーム』では、地元で生産

した「ゆうだい２１」を使用した、『う米米めん』を道の駅やイベントで販売している。

また、令和７年２月からは酒造協力のもと「まなむすめ」を１００％使用した『純米酒 郷のむす

め』を販売予定。

（３）生業を守る活動

まいこめ



吉田川・高城川流域で生産された農産物の流域治水ブランド化を図るため、令和６年９月、マス
コットキャラクター『りゅうちる』を商標登録へ出願、同年１１月に認定。

令和６年１２月に宮城県議会議員会にて吉田川流域地区の概要説明と併せてりゅうちるをパッ
ケージデザインにした「う米米めん」の商品説明。

令和７年１月に大和町の「了美ワイナリー」で生産したワインやにんにくに、りゅうちるのロゴ
シールを利用し企業イメージの向上と流域治水の広報活動への支援協力を依頼。店舗内に『りゅう
ちる』のＰＲ看板を設置してもらえるようプレゼンテーションを行った。

今後、様々な企業に協力・賛同を頂き、『りゅうちる』を通して、流域治水に興味をもってもら
えるよう活動を行いたい。

（４）地域ブランドの創設



４．まとめ（１／２）
○河川にへ一挙に雨水を流さない工夫

『河川堤防を決壊させない。住宅に水を入れない。農地で水を一時預かるも農作物被害を最小限に！』

①田んぼダム・荒廃地の解消・クサカルゴンの活用・水田の多面的機能を活かす

②排水機場の一元管理 ③ＡＩを活用した排水ゲート管理「工夫知恵」

④調整池、メガソーラー施設への排水溝設置協力要請



まとめ（２／２）
○宮城県 土木部：農政部 Ｗｉｎ－Ｗｉｎ な関係

①蛇行河川のほ場整備事業による河川２０条工事（河川法面の災害復旧予算拡大！）

②平成３０年２月『明治１５０年記念事業・明治潜穴公園リノベーション事業着手式」

先人の心血、開拓魂やどる大いなる治水資産・土木遺産などの語り継ぎ諸施設の合同点検による

適正な維持管理

小学４年生（仙台管内）の

春季・秋季遠足にて現地見学

イメージ

明治２５年 開業
平成２７年１１月 新駅舎

高城川の桜並木



鶴田川・手樽土地改良区合併記念
平成29年11月吉日

ジー・オー・ピー㈱ 寄贈


